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指摘する。また著者は、シドニーによる『補助金論』（ 年）に注目したうえで、そこで

さらに、永嶋（ ： ）は、江里口（ の「第 章 社会保障の制度設計―福祉政

策と人間的進歩―」では、ウェッブ夫妻が『救貧法王立委員会少数派報告』第二部において、

失業を予防するために、職業紹介所、義務教育、不況期における公共事業、そして職業訓練

を伴った扶助を提起したことを指摘している。また、それとともに、『窮乏の予防』（

年）において、自発的保険と強制保険の代替策として、「自発的な失業保険組合への公的基

金からの補助制度」を提唱したことを述べている 。

そして、永嶋（ ： ）では、江里口（ ）の「第Ⅲ部 社会制御と社会科学的知識」

の「第７章 代議制自治の原型」において、ビアトリスは、消費者組合では、職員が職務の

効率性について組合員から監視されることから、代議制自治の象徴として捉えていると指

摘するとともに、シドニーは、自治体が公共財を提供するために、公共サービスの市営化、

労使関係の安定化、そして地方税の改革が必要であると主張したことを述べている。

また、永嶋（ ： ）では、江里口（ ）の「第８章 産業のコントロール」で、ウ

ェッブ夫妻は国家主導の経済運営によって、生産力を増強できると主張するとともに、独占

への対応策として、価格の統制を提唱したということを指摘している。また、江里口（ ）

は、「消費者民主制」が経済システムとして拡大するとともに、「資本制営利企業」をいかに

統制していくかが課題であると述べている。

そして、永嶋（ ： ）では、江里口（ ）の「第９章 行政国家のガバナンス」に

おいて、ウェッブ夫妻が産業のコントロールと経営者に対する知識の供給と価格統制を行

う社会議院の設立を提唱したとしている。また、経営管理者や技術者などの頭脳労働者にイ

ンセンティブを与えるように所得税を課すことになるが、彼らの能力は制度的環境が整わ

なければ発揮できないことから、社会組織の効率は消費者・有権者大衆に依存していると述

べている 。

（２）永嶋（ ）による江里口（ の意義と課題

松永（ ）は、江里口（ の後半部分が、ウェッブ夫妻が行政機構を効率化す

るためのインセンティブを念頭に置いた政策構想を展開していることを明らかにしたと指

摘している。また松永（ ）は、それとともに、江里口（ の後半部分が、公有

化に際して、国営企業の効率性を図りつつ、民主的コントロールを加えるという課題に対し

て、消費者組合の経験を生かした消費者民主制という解が示されているとしたうえで、行政

機構の自律化に伴う官僚主義の弊害に対しても、有権者大衆によって官僚組織を監視する

ための方法が考察されており、今日におけるガバナンス論の先駆であるとして評価してい

る。

述べられた「ナショナル・ミニマム単価」を下回る金額を国庫から補助することによって、

地方自治体の財政を平準化するとともに、自治体に補助金を支給することを通して、サー

ビスの水準が向上することが触れられている。
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次に服部（ ）によると、第２章の「マーシャルにおける厚生経済学と福祉国家」

（ピーター・グレネヴェーゲン、藤井賢治訳）では、マーシャルの余剰原理に基づいて福祉

国家的政策が存在した可能性はあるが、実際の政策提言では、私的な研究室における寛容で

楽観的な発言と公の委員会における慎重で非寛容的なそれという両面を持っていたことを

論じているとともに、グリーンらの影響を誇張することに対して戒めている。さらに、第３

章の「マーシャルにおける経済進歩と福祉国家・福祉社会」（西沢）においては、マーシャ

ルとオックスフォード・アプローチや理想主義との関係が示されるとともに、ラスキンの思

想との類似性を踏まえたうえで、マーシャルは人間的進歩のための前提条件を整備するこ

とが経済学の課題であると捉えたが、国家介入の拡大には慎重であったと述べている。それ

とともに、彼は、国家の役割を劣悪な生活環境と労働条件という進歩への障害となるものに

対して、立法によるそれらの除去と教育の奨励という役割に限定していたことから、「福祉

国家よりも福祉社会」に向かっていくという展望の中に、マーシャルの議論を位置づけるべ

きであると述べている 。

そして、服部（ ）によると、第４章の「ピグーの道徳哲学と厚生経済学」（山崎

聡）においては、ピグーにおける厚生経済学の根底にある彼の倫理学を分析するとともに、

ピグーがグリーンらの先験主義的方法を取らずに、ムーアの直覚主義的方法を支持したこ

とから、ピグーは理想的功利主義者であると主張している。また、彼が、主観的利益や満足

という欲求充足とは区別されるものである必要充足という形で、経済的厚生のみならず非

経済的厚生の実現についても念頭においていたことを述べている。また、藤田（ ：

によると、ピグーの倫理学には非経済的厚生に関わる「卓越」志向があり、それが彼のナシ

ョナル・ミニマム論に現れているとしている 。

また、服部（ ）によると、第５章の｢ピグー厚生経済学の形成と展開」（本郷亮）

では、ピグーの『冨と厚生』（ 年）に対して、失業を中軸とした貧困問題を解決するた

めの実践経済学体系であることから、福祉経済論の古典であると位置づけていると述べら

れるともに、『厚生経済学』初版（ 年）以降第 版（ 年）に至る過程で財政論や

景気変動論が切り離されることになったが、それにもかかわらずピグーの厚生経済学体系

は拡大していったことが示されている。さらにピグーの厚生経済学が経済理論の実践的応

藤田（ ： は、第 章と第 章においてマーシャルにおける古典派継承者と社会

改革論者という「二つの姿勢」が示されていると述べている。また、第 章の議論から、マ

ーシャルの中に福祉社会論の存在を見出していることに対して、「福祉社会」の定義が西沢・

小峯（ ）全体の課題なのではないかと述べている。なお、福祉国家・福祉社会・福祉世

界の関係性については、藤田（ ）を参照。

ただ、藤田（ ： は、この第 章のような議論はいつの時代のものであるのかにと

疑問を呈している。また、この「時代の公共心」は『厚生経済学』の 年初版から

年（第 版）まで絶えず同一のものではないだろうと批判している。
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用を目指したが、彼を批判した新厚生経済学に関しては抽象的な経済理論の段階にとどま

ったために、福祉国家の形成に与えた影響は小さかったと述べられている 。

そして、服部（ ）によると、第６章の「誰のための福祉国家？」（Ｍ Ｃ マルク

ッゾ、小峯敦・永嶋信二郎訳）においては、第二次大戦後の大規模な公共支出を伴う財政政

策をケインズが支持していたとか、『一般理論』と『ベヴァリッジ報告』は「共通の政治的

前提を共有する」というような理解は誤りであるということを、両者の往復書簡などを通じ

て明らかにしている。また、社会保険と完全雇用政策に対してケインズの関与は小さいが、

ベヴァリッジがベヴァリッジ編『関税』でのケインズとの対立を経て、ケインズ主義に

転向したことから、ケインズは『ベヴァリッジ報告』を支援することになったと指摘してい

る。さらに、ケインズは、『ベヴァリッジ報告』が財政負担を賄える「安くつく計画」で

あったことから、それを支持したことに加えて、その中に将来を財政赤字ではなく確信で

築き上げる彼の態度があったと述べている。つまり、藤田（ ： が指摘しているよう

に、この第６章においては、福祉国家の二本柱である完全雇用と社会保障に関するケインズ

とベヴァリッジにおける経済思想上の対立と収斂を論じられている。

そして、服部（ ）によると、第７章の「福祉国家の哲学的基礎」（塩野谷祐一）

では、狭義の厚生経済学を越える福祉の思想と実践は非功利主義のオックスフォード・アプ

ローチにあるとともに、そのことがグリーンの理想主義哲学における「自由主義的卓越主義」

の解明によって証明されると指摘している。さらに、ここにおいては、トインビーの歴史主

義、ホブソン、ホブハウスら新自由主義（ニュー・リベラリズム）へのグリーンの影響、ラ

スキンにおける生＝冨の類縁性、そしてドイツ観念論のグリーンへの影響などオックスフ

ォード・アプローチの豊饒性が強調されているとしている。また、藤田（ ： ）によ

ると、この第７章においては、オックスフォード派の福祉国家思想を経済学・倫理学・イデ

オロギーの３領域からなるものとしたうえで、倫理学については正・徳・善の３理論を区分

して捉えていると述べている 。

また、服部（ ）によると、第８章「福祉経済学者としてのＪ Ａ ホブソン」（バッ

クハウス、姫野順一訳）では、ピグーが『富と厚生』において、「経済的厚生」と「厚生全

体」を区別したうえで、前者に絞って議論を展開したのに対して、ホブソンは「経済的厚生」

と「厚生全体」のちがいに拘り続けたことから、「有機的福祉」という概念を基軸にしたう

えで、自らの を追求したことを指摘している。さらに、ホブソンのピグ

藤田（ ： によると、この第 章においては、ピグーの厚生経済学を包括的に整理

していると評価しつつも、「効用の個人間比較の不可能性などに基づく批判は、次元の異な

る抽象論にすぎず、生産的な議論であるとは言いがたい」という結論は乱暴ではないかと

批判している。なお、ピグーについては、本郷（ ）を参照。

ただ、藤田（ ： ）は、ケンブリッジ派のイデオロギーとは何か、そして３領域か

らから生じてくる思想の出現順序については、不問のままでよいのかと批判している。
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ルール」を評価していると述べている

そして、服部（ ）によると、第 章の「ベヴァリッジの福祉社会論」（小峯敦）

においては、ベヴァリッジ後期３部作である 年の『ベヴァリッジ報告』、 年の『自

由社会における完全雇用』、そして 年の『自発的活動』を分析することによって、彼の

福祉社会像を描くとともに、ベヴァリッジの側からみてケインズと社会保険における拠出

原則の意義を共有していることや有効需要論の受容と自身の失業論との統合が強調されて

いる。また、『自発的活動』においては、国家と個人、そして国家と市場のバランスにおけ

る個人の社会的良心に発する自発的活動の意義について述べられている。さらに、ベヴァリ

ッジの福祉社会論はオックスフォードの理想主義とケンブリッジの実用主義を土台とした

うえで、ＬＳＥ独自の形をとったものであると指摘している 。また、藤田（ ： は、

第 章では、ケインズとベヴァリッジの「共通認識」を説かれており、そのうえで、個人

を中核とした市場・国家・共同体の関係性を図示することによって、ベヴァリッジの福祉社

会論が示されていると述べている

さらに、服部（ ）によると、終章の「規範的経済学の《非厚生主義》的・《非帰結

主義》的基礎」（鈴村興太郎）においては、「《非厚生主義》的・《非帰結主義》な情報的基

礎」という観点から、 厚生経済学の系譜を描いていると指摘するとともに、ロビンズによ

る個人間効用比較の不可能性に基づくピグーへの批判、ヒックスのパレート改善基準の導

入によって生じた新厚生経済学、カルドアの補償原理およびバーグソン＝サミュエルソン

の社会的厚生関数の挫折、そして社会的厚生関数に引導を渡したアローの一般不可能性定

理という厚生経済学の流れは、厚生主義・帰結主義に基づく議論であったと述べている。そ

れに加えて、この章では、ヒックスによる厚生主義への「決別宣言」から、非厚生主義的厚

生経済学を志向したセン以降に展開された厚生経済学の方向性が提示されている。また、藤

田（ ： によると、第 章は、現代に関わる規範経済論が論じられるとともに、ピ

グー・ヒックス・センを中心に厚生経済学史を再検討していると指摘したうえで、ヒックス

に注目することによって、厚生経済学史に新たな知見が開かれたと述べている。

（２）服部（ ）と藤田（ による西沢・小峯（ ）の意義と課題

ショナル・ミニマムは不要であるとしている。

ただ、藤田（ ： ）は、その決定方式や労使交渉の中央集権度によって、ウェッブ

の思想がレーン＝メイドナー・モデルの先駆形態であるという著者（江里口）による評価の

妥当性を左右することになるだろうと述べている。

しかし、服部（ ）は、 独自のものであると述べているが、その中身は示され

ていないと批判している。

ただ、藤田（ ： は、家族の位置づけや機能はどのように論じることができるのか

について疑問を呈している。

－15－



－16－



－17－



－18－

36



－19－



－20－



－21－



－22－



－23－


	ｐ001.pdf
	ｐ002
	ｐ003
	ｐ004
	ｐ005
	ｐ006
	ｐ007
	ｐ008
	ｐ009
	ｐ010
	ｐ011
	ｐ012
	ｐ013
	ｐ014
	ｐ015
	ｐ016
	ｐ017
	ｐ018
	ｐ019
	ｐ020
	ｐ021
	ｐ022
	ｐ023

